
文
献
史
料
か
ら
み
た
法
隆
寺

の
火
災
年
代

東

野

ム

ロ

、》
イ
8

之

、

は

じ

め

に

法
隆
寺
が
創
建
後
百
年
を
出
な
い
で
火
災
に
遇

っ
た
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』

天
智
紀
や

『上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
閾
記
』

の
記
事

で
有
名

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

年
代
を
め
ぐ

っ
て
は
、
周
知
の
通
り
明
治

三
十
八
年
以
降
活
発
化
し
た
所
謂
再
建

非
再
建
論
争
の
中
で
激
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
。
そ
の
詳
し
い
経
過
は
、
別
に
要

を
得
た
紹
介
が
あ
る
の
駕
省
略
に
従
う
が
、
再
建
論
が
天
智
九
年

(六
七
〇
)
の

記
事
を
正
し
い
と
し
て
、
火
災
を
こ
の
年

と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
非
再
建
論
で

は
、
天
智
九
年
よ
り
六
十
年

(干
支

一
巡
)
を
遡
る
推
古
天
皇
十
八
年

(六

一
〇
)

に
そ
の
年
代
を
充
て
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
に
し
て
も
庚
午
年
と
い
う
干
支
に
信

を
置
く
点
で
共
通
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
皇
極
天
皇
二
年

(六
四
三
)
に
お
け
る

斑
鳩
宮
の
焼
亡
時
に
、
斑
鳩
寺
も
類
焼
し
た
と
す
る
説
も
提
起
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
、
西
院
伽
藍
南
東
の
若
草
伽
藍
跡

や
東
院

の
下
層
遺
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
論
争
は
転
機
を
迎
え
る
。
即
ち
若
草
伽

藍
の
発
掘
で
は
、
西
院
伽
藍
に
先
行
す
る
伽
藍
の
存
在
と
火
災
に
よ
る
焼
失
が
裏

付
け
ら
れ
、
こ
れ
を
う
け
て
天
智
九
年

の
火
災
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
ま
た
東
院
地
下
の
発
掘
に
よ

っ
て
、
斑
鳩
宮
跡
と
推
定
さ
れ
る
宮
殿
の
遺
構

が
検
出
さ
れ
、
そ
れ
が
火
災
に
よ

っ
て
焼
亡
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
、
さ
ら
に
西

院
伽
藍
の
軒
平
瓦
に
先
行
し
、
そ
の
祖
型
に
な

っ
た
と
み
ら
れ
る
パ
ル
メ

ッ
ト
文

の
軒
平
瓦
が
発
見
さ
れ
た
。
以
上

の
結
果
か
ら
、
若
草
伽
藍
の
地
に
創
建
さ
れ
た

斑
鳩
寺
は
、
当
初
斑
鳩
宮
と
併
存
し
て
い
た
が
、
ま
ず
皇
極
二
年
に
宮
が
焼
け
、

残

っ
た
寺
も
天
智
九
年
に
焼
亡
し
た
と
す
る
見
方
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し

一
九
七
〇
年
代
に
入

っ
て
、

こ
の
定
説
に
対
す
る
重
要
な
異
論
が
提
起

　　
　

さ
れ
る
。
こ
れ
は
瓦
の
編
年
観
に
発
し
た
論
で
あ

っ
て
、
皇
極
二
年
を
下
限
と
す

る
斑
鳩
宮
の
軒
平
瓦
と
、
西
院
伽
藍

の
創
建
の
軒
平
瓦
に
、
三
十
年
以
上
の
へ
だ

た
り
は
認
め
に
く
い
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
斑
鳩
宮
の
焼
失
年
代
は
動
か
な
い
の

で
、
法
隆
寺
の
火
災
年
代
を
見
直
し
、
火
災
を
推
古
十
八
年
、
あ
る
い
は
皇
極
二

年
と
す
る
過
去
の
説
が
、
再
提
案
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
若
草
伽
藍
に
つ
い
て
は
、

発
掘
調
査
で
火
災
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
あ
り
、

こ
れ
を
天
智
九
年

の
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『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
結
び

つ
け
る
確

証
が
あ

っ
た
わ
け

で
は
な
か

っ
た
。
さ

　ヨ
　

き
の
編
年
観
に
関
し
て
は
、
考
古
学
研
究
者
の
問
で
も
異
論
は
あ
る
も
の
の
、
別

に
建
築
史
の
面
か
ら
、
西
院
伽
藍
の
造
営
開
始
を
斉
明
朝
あ
た
り
ま
で
遡
ら
せ
る

　
る

　

べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
も
出
さ
れ
て
い
る
。
天
智
九
年
火
災
説
は
、
新
た
な
拠

り
ど
こ
ろ
を
挙
げ
る
べ
き
段
階
に
入

っ
た
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。
も

っ
と
も
法
隆

寺
の
火
災
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
再
建
非
再
建
論
争
を
経
て
も
不
可
能
で
あ
っ

た
程
の
難
題
で
あ
り
、
解
決
は
容
易
で
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
な
お
従
来
見
落

と
さ
れ
て
き
た
事
実
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
に
私
見
を
述
べ
て
諸
賢

の
批
正
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

一、
天
智
紀

の
問
題
点

ま
ず
法
隆
寺
の
火
災

に
関
す
る
天
智
紀

の
記
事
を
掲
げ
、
基
本
的
な
問
題
を
整

理
し
て
お
こ
う
。
行
論

の
便
宜
上
、
直
接
火
災
と
関
係
の
な
い
記
事
も
含
め
て
引

用
す
る
。

ω
是
冬
、
修

高
安
城

、
収

畿
内
之

田
税

。
干
レ時
災

斑
鳩
寺

。

(天
智
天
皇
八
年
紀
)

②
二
月
、
造

一戸
籍

、
断

次
皿賊
与

浮
浪

。
(中
略
)
又
修

高

安
城

、
積

穀
与

レ塩
。

　
ニ　
　
　

㈹
夏

四

月

癸

卯

朔

壬

申

、

夜

半

之

後

、

災

・
法

隆

寺

・。

一
屋

無

レ
余

。

大

雨

雷

震

。

(
以

上

、

同

九

年

紀

)

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
る
と
、
天
智
天
皇
八
年
と
九
年
に
火
災
が
あ

っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
掲
の
よ
う
に

『上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
閾
記
』
(
以

下

『補
閾
記
」
と
略
称
)
に
は
、
火
災
を

「庚
午
年
」
に
か
け
て
記
す
の
で
、
同

じ
干
支
の
天
智
九
年
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
上
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
た

だ
か

つ
て
は
、
天
智
八
年
は
小
火
災
、
天
智
九
年
は
本
格
的
火
災
と
す
る
解
釈
も

　ら
　

存
在
し
た
。
し
か
し
こ
の
二

つ
は
同
事
重
出
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
薮

　　
　

田
嘉

一
郎
氏
は
、
詳
細
に
こ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
薮
田
氏
は
、
八
年
と
九
年

の
火
災
記
事
が
、
先
掲
の
通
り
共

に
高
安
城
修
築
の
記
事
と

一
連
も
し
く
は
相
前

後
し
て
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
修
築
事
業
の
過
程
で
法
隆
寺
に
火
災
が
あ

っ
た

の
で
あ
り
、
八
年
の
記
事
は
九
年

に
起
き
た
事
実
を
先
取
り
し
て
記
し
た
も
の
と

考
え
た
。
薮
田
氏
の
論

に
は
中
国
の
修
史
法
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
が
な
く

も
な
い
が
、
大
筋

で
承
認
さ
れ
る
べ
き
結
論
で
あ
ろ
う
。

な
お
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
薮
田
氏

の
結
論
は
、
天
智
紀
に
記
事
の
重
出
が
著

　　
　

し
い
と
い
う
周
知

の
事
実
と
も
矛
盾
せ
ず
、
そ
の
意
味
で
も
説
得
力
は
高
い
。
た

だ
こ
の
重
出
が
単
な
る
偶
然
か
ら
生
じ
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断

ぜ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
智
紀
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
も
、
皇
極
紀
、
斉

明
紀
な
ど
と
並
ん
で
異
変
記
事
の
多
い
巻
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
は
百
済
の
滅
亡
や

近
江
遷
都

の
予
兆
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
天
智
紀
後
半
の
場
A
口
は
、
壬
申

　　
　

の
乱
の
前
兆
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
書
記
編
者
が
意
図
的
に
二

つ
の
火
災
記
事
を
登
載
し
た
可
能
性
も

な
い
と
は
い
え
な
い
。
八
年
の
記
事
に
み
え
る

「斑
鳩
寺
」
と
、
九
年
の

「法
隆
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寺
」
が
、
同

一
寺
院
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
漉
、
近
接
し
た
記

事
中

で
こ
う
し
た
異
表
記
が
見
ら
れ
る
の
も
、
原
史
料
の
違

い
が
根
本
に
あ
る
と

は
い
え
、
故
意
に
統

一
が
は
か
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
考
え
て
お
く
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
の
ほ
か
薮
田
氏
は
、
同
じ
論
考
の
中

で
、
「災
」
の
字
が
自
然
現
象

に
よ
る

火
災
を
意
味
す
る
こ
と
を
、
中
国
の
用
例

を
詳
し
く
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ

も
従
う
べ
き
解
釈
で
あ

っ
て
、
天
智
九
年
紀

に

「大
雨
雷
震
」
と
あ
る
こ
と
と
相

侯
ち
、
法
隆
寺
が
落
雷
に
よ

っ
て
焼
失
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
書
紀
の
載
せ
る
二

つ
の
火
災
は
、
天
智
九
年

(庚
午
)
の
こ

と
と
し
て

一
本
化
で
き
る
に
せ
よ
、
そ
れ

に
よ

っ
て
火
災
が
現
実
に
天
智
九
年
に

起
こ
っ
た
と
証
明
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
火
災
が
い
つ
起
こ
っ
た
か
は
、
何
ら

か
の
証
拠
に
よ
り
、
別

に
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
書
紀
の
記
事
は
あ
ま

り
に
簡
単

で
、

こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
充
分
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

こ
で
法
隆
寺

の
火
災

に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
い
記
載
を
残
す

『補
閾
記
」
を
検
討

し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
、
『補
閾
記
」
の
検
討

『補
閾
記
」

に
は
、
さ
き
に
も
言
及
し
た
通
り
、
聖
徳
太
子
在
世
中
の
庚
午
年

(推
古
十
八
)
に
法
隆
寺
が
焼
け
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
ま
た
巻
末

に
は
火
災
後

の
動
向
に
つ
い
て
若
干
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
関
係
箇
所
の
み
を
利
用
す
る
傾
向
が
強
く
、
必
ず
し
も

そ
の
意
味
が
全
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
長
文
に
な
る
が
次

に
関
係
す
る
前
後
の
記
事
を
含
め
て

　り
　

掲

出

し

、

検

討

を

加

え

る
。

囚

⑦
太

ヱ
ー姻改

卯

年

十

一
月

十

五

日
・

巡

二
看

山

西

科

長

山

本

陵

処

一。

還

向
之

時
・

即

日
申

時

、

柾

レ
道

入

・
於

片

岡
山

辺

道

人

家

一。

即

有

・
飢

人

一、

臥

二
道

頭

。

去

三
丈

許

、

太

子
之

馬
、

至

・
此

不

レ
進

。

雛

レ
鞭

猶

駐

。

太

子

自

言

、

哀

々

〈
用

・
音

〉
。

即

下

・
馬

。

舎

人

調

使

麻

呂

、

握

二
取

御

杖

、

近

飢

人

一。

下

臨

而

語

・
之

。

可

々
怜

々
。

何

為

人

耶

、

如

レ
此

而

臥

。

即

脱

紫

御

抱

一
、

覆

其

人

身

一、

賜

レ
歌

日
、

科

照

片

岡

山

爾

飯

爾
飢

天

居

耶
世

屡

〈
四
字

以

・
音

〉

其

旅

人

可

怜

(
中

略

)
。

起

レ
首

進

答

日

、

斑

鳩

乃

富

乃
小

川

乃

絶

者

己
曽

我

王

乃

御

名

忘

也

米

。

飢

人

之

形

、

面

長

頭

大

、

両

耳
亦

長
。

目

細

而

長

、

開

・目

而

看

、

内

有

二
金

光

・。

異

・
人

大

有

二
奇

相

一。

亦

其

身

太

香

。

命

麻

呂

↓日

、

彼

人

香

哉

。

麻

呂

啓

太

香

・
。

命

日

、

汝

者

寿

可

・
延

長

一。

飢

人

太

子

、

相

語

数

十

言

、

舎

人

等

不

・
知

一
其

意

一。

了

即
死

。

太

子

大

悲

、

即

命

厚

葬

、

多

賜

・
飲

物

一。

造

レ
墓

高

大

。

時

大

臣

馬

子

宿

禰

已

下

、

王

臣

大

夫

等

、

威

奉

レ
識

日

、

殿

下

雌

一大

聖

・、

而

有

二
不

能

之

事

・。

道

頭

飢

是

卑

賎

者

、

何

以

下

・
馬

、

与

・彼

相

語

、

亦

賜

三
詠
歌

一。

及

二
其

死

一

無

レ由

厚

葬

。

何

能

治

二
大

夫

已
下

一耶

。

太

子

召

所

レ
識
大

夫
七

人

　、
命

日
、

卿

等

七

人

、

往

二
片

岡

山

一、

開

レ
墓

看

。

七

大

夫

等

依

レ
命

、

退

往

開

・
墓

。

　け
　

而

有

・
其

屍

一、

棺

内

大

香

。

所

・
飲

御

衣

#

新

賜

彩

吊

等

、

帖

在

二
棺

上

一
。
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唯
太
子
所
レ賜
紫
抱
者
無
。
七
大
夫
等
看
・之
、
大
奇
嘆
二
聖
徳

一。

還
来
報
・

命
。
太
子
、
日
夕
詠
歌
、
慕
二恋
飢
人

一。
即
遣
二
舎
人

↓、

取
二衣
服

一而
御
・

之
如
レ故
。
◎
磨
磐
年
四
月
光
日
夜
半
・
有
レ災
二斑
鳩
寺

一・
⑳
太
子
謂
二夫
人

膳
大
郎
女

「日
、
汝
我
意
、
鰯
・事
不
レ違
。
吾
得
・汝
者
、
我
之
幸
大

(下
略
)。

⑬
⑦
斑
鳩
寺
被
レ災
之
後
、
衆
人
不
レ得

レ定
二
寺
地

}。
故
百
済
入
師
、
率
二
衆

人
　、
令
レ造
二葛
野
蜂
岡
寺

一、
令
レ
造
二川
内
高
井
寺

・。

百
済
聞
師

・
円
明

師

・
下
氷
君
雑
物
等
三
人
、
合

造

三
井
寺
一。
徊
家
入
馬
手

・
草
衣
之
馬
手

・

鏡

・
中
見

・
凡

・
波
多

・
犬
甘

・
弓
削

・
薦

・
何
見
等
、
並
為
二奴
碑

↓。
黒

女

・
連
麻
呂
争
論
。
麻
呂
弟
万
須
等
、
仕
二奉
寺
法
頭
一、
家
人
奴
碑
等
根
本
、

妙
教
寺
A
ア
一白
定

一。
◎
麻
呂
年
八
十

四
、
己
巳
年
死
。
子
足
人
・
古
年
十
四

年
、
壬
午
八
月
廿
九
日
、
出
二家
大
官
大
寺

・。
麻
呂
者
、
聖
徳
太
子
十
三
年
、

丙
午
生
。
年
十
八
年
始
為
・舎
人

。
癸
亥
年
二
月
十
五
口
始
出
家
為
レ僧
云
々
。

さ
て
ま
ず
問
題

に
し
た
い
の
は
、
㈹
の
記
事
で
あ
る
。
㈹
は
大
部
分
を
占
め
る

⑦
片
岡
山
の
飢
人
説
話
と
、
そ
れ
に
続
く
◎
◎
の
三

つ
の
記
事
か
ら
な
る
が
、
す

で
に
早
く
か
ら
注
意
さ
れ
て
き
た
通
り
、
⑦
◎
の
記
事
の
排
列
に
は
矛
盾
が
あ
る
。

即
ち
④
が
聖
徳
太
子
四
十
六
才
、
己
卯
年

の
出
来
事
で
あ
る
の
に
対
し
、
◎
は
そ

の
翌
年
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
庚
辰
年

で
は
な
く
庚
午
年
の
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

一
見
、
庚
午
が
庚
辰
の
誤
り
か
と
も
見
え
る
が
、
書
紀
の
天
智
九
年
が
庚
午
に
当

た
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
元
来

「庚
午
年
」

で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
『
補
閾
記
』
の
編
者
は
、
原
史
料
を
切
り
貼
り
し
た

の
で

あ

っ
て
、
そ
の
際
に
繋
年
を
誤

っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
新
た

に
排
列
す
る
な
ら
ば
、
干
支

の
順
序
に
は
注
意
を
払
う
は
ず
で
、

こ
の
誤
り
は
か

え

っ
て
不
可
解

で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
錯
簡
と
も
考
え
に
く
い
。
編
者
に
庚
辰
年

と
誤
ま
ら
せ
る
よ
ほ
ど
の
事
情
が
あ

っ
た
と
み
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
で
あ
ろ

う
。

　ぬ
　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
新
川
登
亀
男
氏
の
解
釈
で
あ
る
。
『補
閾
記
』
が
、

調
使
、
膳
臣
の
家
記
を
利
用
し
て
成
立
し
て
い
る
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

新
川
氏
は

『補
閾
記
』
全
体
に
わ
た
り
、
そ
の
痕
跡
を
追
及
さ
れ
た
結
果
、
⑦
に

は
調
使
麻
呂
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
調
使
氏
の
家
記
が
典
拠
と
な

っ
て
い

る
こ
と
、
◎
に
は
膳
妃
の
言
が
見
え
る
の
で
、
膳
臣
氏
の
家
記
か
ら
出
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
中
間
に
あ
る
火
災
記
事
◎
は
、
も
と
も
と
⑦
と

一
連

の
形
で
、
調
使
氏
の
家
記
に
存
在
し
た
と
さ
れ
た
。
即
ち

『補
閾
記
』
の
編
者
は
、

己
卯
年
の
④
の
記
事
に
、
庚
午
年
の
◎
の
記
事
が
続
い
て
い
る
の
を
見
て
、
不
用

意
に
庚
午
年
を
己
卯
年
の
翌
年
と
誤
ま

っ
た
と
解
す
る
。

こ
の
新
川
氏
の
解
釈
は
、

正
鵠
を
得
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
己
卯
年
の
次
に
庚
午
年
の
記
事
を
置

き
な
が
ら
、
『補
閾
記
」
編
者
が
何
ら
そ
の
矛
盾
に
気
づ
か
な
か

っ
た
の
は
、
新

川
氏

の
よ
う
に
解
し
て
始
め
て
納
得
が
ゆ
く
。

で
は
⑬
の
記
事
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
⑬
も
内
容
か
ら
み
て
三
段

に
分
か
れ
、
④
は
火
災
後
の
記
事
、
◎
は
家
人

・
奴
碑
の
相
論
に
関
す
る
記
事
、

◎
は
太
子
の
舎
人
、
調
使
麻
呂
の
年
譜
的
な
記
事

で
あ
る
。
新
川
氏
は
◎
を
調
使

家
記
に
基
づ
く
と
さ
れ
た
が
、
⑦
◎
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
大
橋

一
章

氏
は
、
④
も
調
使
家
記
に
拠

っ
て
い
る
可
能
性
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
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　ほ
　

推
測
に
と
ど
ま

っ
て
何
ら
論
証
は
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
⑬
全
体
が
調
使
氏
の
記

録
か
ら
出
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。
以
下
順
に
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し

よ
う
。

ま
ず
◎
が
調
使
家
記
に
拠
る
こ
と
は
、
新
川
氏
の
指
摘
通
り
で
、
多
言
を
要
し

ま
い
。
調
使
麻
呂
の
子
、
足
人
に
関
す
る
記
事
中
、
「子
足
人
古
年
十
四
年
」
は
、

新
川
氏
が
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
足
人
は

「
父
が
死
ん
で
か
ら
十
四
年
後
」
に
、
の

意
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
な
る
と

「古
」
は

「
右
」

の
誤
り
と
み
て
、
「
子
足
人
、

右
の
年
よ
り
十
四
年
」
と
読
む
の
も

一
案

で
あ
ろ
う
。
「右
の
年
」

は
、
麻
呂
の

没
し
た
己
巳
年

(天
智
八
年
、
六
六
九
)

と
な
る
。
『補
閾
記
」

は
、

こ
の

一
連

の
年
譜
的
記
事
を
巻
末
に
置

い
て
い
る
が
、
も
と
に
な

っ
た
調
使
氏
の
家
記
で
も
、

お
そ
ら
く
末
尾
近
く
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
◎
は
少
な
く
と

も
㈹
の
⑦
を
伏
線
と
す
る
記
事
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
㈹
の
⑦
で
は
、

か
く
わ

は
な
は

聖
徳
太
子
が
麻
呂
に
対
し
、
飢
人
が
香
し
か

っ
た
か
と
た
ず
ね
、
麻
呂
が
、

「太

だ
香
し
」
か

っ
た
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
太
子
は

「汝
は
寿
、
延
長
す
べ
し
」
と
予

言
し
た
と
あ
る
。
麻
呂
の
長
寿
を
述

べ
た
⑬
◎
の
記
事
は
、
こ
れ
に
照
応
し
て
置

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
問
題
は
⑬
◎

で
あ
る
。

こ
こ
に
は
直
接
寺
名
が
現
れ
な
い
が
、
文
中

の

「寺
」
が
斑
鳩
寺
で
あ
り
、
家
人

・
奴
碑

が
斑
鳩
寺
の
そ
れ

で
あ
る
こ
と
は
従
来

か
ら
異
論
が
な
い
。
既
に
早
く

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の
撰
者
も
、
そ
う
認
あ
て
◎

セ

　

　お
　

を
引
用
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
箇
所
は
従
来
句
読
の
打
ち
方
が
混
乱
し
て
お
り
、

特
に

「黒
女
連
麻
呂
」
な
ど
は

一
見
カ
バ
ネ
姓
者
の
名
の
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か

し

「相
論
」
ま
で
の
と
こ
ろ
に
現
れ
る
人
名
は
、
全
て
賎
民
の
名
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
古
代
の
賎
民
に
は
氏
姓
が
な
か

っ
た
は
ず
で
、
こ
こ
は
そ
れ
を
前
提

　め
　

に
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
左
の
よ
う
に
訓
読
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

家
人
馬
手
、
草
衣
之
馬
手
、
鏡
、
中
見
、
凡
、
波
多
、
犬
甘
、
弓
削
、
薦
、

何
見
等
、
並
び
に
奴
碑
と
為
す
。
黒
女
、
連
麻
呂
争
論
す
。
麻
呂
の
弟
万
須

も

ロつ

等
、
寺
の
法
頭
に
仕
え
奉
り
、
家
人
奴
碑
の
根
本
を
妙
教
寺
に
白
し
定
め
令

む
。

右
の
文
に
は
、
な
お
伝
写
の
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
先
に
ふ

れ
た

『聖
徳
太
子
伝
暦
」
に
よ
る
引
用
は
、
用
字
の
変
換
や
語
句
の
補
入
が
あ
る

も
の
の
、
そ
の
校
訂
に
役
立
と
う
。
即
ち

『伝
暦
」
で
は
、
こ
の
箇
所
が
左
の
よ

う
に
な

っ
て
い
る

(傍
訓
は
筆
者
)
。

か

が
み

お
ほ
し

こ

も

家
人
馬
手

・
革
衣

・
香
美

・
中
見

・
大
吉

・
波
多

・
犬
養

・
弓
削

・
許
母

・

河
見
等
十
人
、
為
二奴
碑
首
領

一。
其
胤
子
今
在
二法
隆
寺
一。
分
在
二
四
天
王

寺

一。
碑
黒
女

・
奴
連
麿
等
、
常
訴
二冤
柾

一。
連
麿
弟
益
浦
、
性
堪
・領
・寺
、

為
二
法
隆
寺
法
頭
一。
冤
柾
奴
碑
等
根
本
、
於
二妙
教
寺
一、
訪
定
蔵
置
、
エ」
・

今
未
・免
。

こ
れ
を
見
る
と
、
例
え
ば

『
補
閾
記
」

の

「
草
衣
之
馬
手
」

は
、
「
草
衣
」

(『伝
暦
」
で
は

「革
衣
」

に
作
る
)
の
下
に
、
「家
人
馬
手
」
の
内
の

「人
馬
手
」

三
字
を
重
複
書
写
し
た
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「何
見
」
も

『
伝
暦
』

の

「
河

見
」
が
自
然

で
あ
る
。
ま
た

『
伝
暦
」
が

「
碑
黒
女

・
奴
連
麻
呂
」
と
敷
術
し
た

の
は
、
正
し
い
理
解
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
益
浦
を
そ
の
連
麻
呂
の
弟
と
し
た
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の
は
、
『補
閾
記
』

の

「
麻
呂
」
が
調
使
麻
呂
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
か
ず
、

不
用

意
に

「麻
呂
」
の
上
に

「連
」
を
加
え
た
た
め
で
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
⑬
◎
の
文
が
、
調
使
氏

の
家
記
か
ら
出

て
い
る
こ
と
は
、
調
使

　り
　

麻
呂
の
弟
、
万
須
等
が
重
要
な
役
割
を
も

っ
て
文
中

に
み
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
も
看
過
で
き
な
い
の
は
、

そ
の
万
須
等
が
妙
教
寺
に
お
い
て
、
家

人
ら
の
相
論
を
裁
定
し
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
「法
頭
に
仕
え
奉
る
」
と

い
う
の

は
、
万
須
等
が
法
隆
寺
の
法
頭
の
職
に
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
み
て
よ
い
(碑
、

そ
れ
な
ら
ば
こ
の
裁
定
は
、
当
然
関
係
者

の
揃
う
法
隆
寺

で
な
さ
れ
て
よ
い
。
妙

教
寺
の
所
在
や
性
格
に
は
不
明
の
点
が
多

い
樋
、

こ
の
場
合
は
法
隆
寺
以
外
で
決

裁
が
行
わ
れ
た
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
想
起

さ
れ
る
の
は
直
前
の
⑬
④
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
法
隆
寺

の
焼
亡

で
あ
る
。
相
論
の

裁
定
を
法
隆
寺
外
で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
、
法
隆
寺
が
火
災
に
よ

っ
て

焼
失
し
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
極
め
て
自
然

に
理
解
に
で
き
る
。

従
来
⑦
と
◎
は
、
あ
ま
り
有
機
的
に
関
連

づ
け
て
説
明
さ
れ
は
し
な
か

っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
④
と
◎
は

一
体
の
記
事
と
し

て
、

こ
う
し
た
連
関
の
も
と
に
把
握
し

直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、
改
め
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、

『
補
閾
記
」

に
見

も

　つ

え
る

「白
定
」
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ

の
ま
ま

「白
し
定
む
」
と
読
ん
で
解
せ

な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
身
分
の
確
定
作
業

で
あ
る
な
ら
、

こ
こ
は
あ
る
い
は

「白
ハ定
」

の
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「白
ハ定
」
は
戸
令
に
も
見
え
る
表
現
で
、
そ

こ
で
は
造
籍
の
際
、
面
接
し
て
状
況
を
確

か
め
、
そ
の
待
遇
を
決
定
す
る
意
味
で

　の
　

使
わ
れ
て
い
る
。
係
争
中
の
奴
碑
に
つ
い
て
、
こ
の
措
置
が
取
ら
れ
る
の
は
、
ま

と

こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
が
、

こ
の
箇
所
を

「訪
定
」
(訪

い
定

め
)
と
書
き
換
え
た
の
も
、
原
文
が

「白
ハ定
」
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
納
得

で
き
よ

う
。こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
⑬
は
全
体
と
し
て
調
使
氏
の
家
記
に
由
来
す
る
記

事
と
な
る
。
さ
き
に
論
じ
た
通
り
、
㈹
④
◎
も
同
じ
出
処
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
る

が
、
叙
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
㈹
◎
の
簡
単
な
被
災
記
事
は
、
本
来
、
調
使

氏
の
家
記
の
中
で
、
⑬
⑦
に
連
接
し
て
い
た
と
解
す
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
㈹

④
◎
⑬
④
～
◎
は
、
途
中
に
多
少
の
節
略
な
ど
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ほ
ぼ

こ
の
順
序
で
原
史
料
に
登
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
『
補
閾
記
』

の
撰
者

は
、
⑬
⑦
以
降
を
太
子
と
は
関
わ
り
が
薄
い
と
み
て
、
巻
末

に
配
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
以
上
に
よ

っ
て
、
庚
午
年
火
災
後
の
状
況
は
、
⑬
の
◎
を
含

め
て
考
え
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
庚
午
年
の
絶
対
年
代
確
定
に
、
あ

な
ど
れ
な
い
意
味
を
も

つ
で
あ
ろ
う
。

四
、
庚
午
年
の
火
災
と
庚
午
年
籍

⑬
◎
に
よ
る
と
、
法
隆
寺
で
は
寺
の
焼
亡
に
も
拘
ら
ず
、
寺
賎
の
身
分
裁
定
を

行

っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
常
識
的
に
み
て
不
可
解
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

火
災
後
、
再
建
の
寺
地
も
定
ま
ら
な
い
状
況
下
で
、
妙
教
寺
に
場
を
移
し
、
そ
れ

が
行
わ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
よ
ほ
ど
緊
急
の
事
情
が
介
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
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あ
る
。
や
や
唐
突

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
天
智
九
年
に
作
製
を

命
じ
ら
れ
た
庚
午
年
籍
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

に
掲
げ
た
通
り
、
書
紀
が
法
隆
寺
の
火
災
を
記
す
二
ヶ
月
前
、
天
智
九

年
二
月
条

に
は
、
「戸
籍
を
造
り
、
盗
賊

と
浮
浪
と
を
断

つ
」
と
あ
る
。

こ
れ
が
、

最
初

の
全
国
的
造
籍
と
し
て
著
名
な
庚
午
年
籍
の
編
纂
記
事
で
あ
る
が
、
八
世
紀

の
造
籍

の
例
か
ら
み
て
も
、
こ
の
時

一
挙

に
庚
午
年
籍
が
完
成
し
た
と
は
到
底
考

え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
後
、
か
な
り
の
長
期
間
を
か
け
て
造
籍
が
完
了
し
た
と

み
ら
れ
る
。

の
ち
の
例
に
よ
る
と
、
戸
籍

の
名
称
は
そ
の
造
籍
の
始
め
ら
れ
た
年

　れ
　

を
も

っ
て
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
書
紀
の
記
事
は
、
造
籍
の
開
始
を
示
す

と
理
解
し
た
方
が
よ
い
。
と
こ
ろ
で

一
般

に
造
籍
に
際
し
て
は
、
良
賎
の
区
分
な

ど
身
分

の
確
定
が
課
題
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
庚
午
年
籍
に
お

い
て
は
、
最
初
の
全
国
的
造
籍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
氏
姓
や
良
賎
身
分
の
確
定

が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
後
代
ま
で
、
こ
の
戸
籍
に
台
帳
的
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
に

　の
　

な

っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
は
批
判
的
意
見
も
あ
り
、
持
統

四
年

(六
九
〇
)
の
庚
寅
年
籍
に
、
よ
り
重
要
な
意
義
を
認
め
る
見
解
が
、

一
九

七
〇
年
代
以
降
有
力
と
も
い
え
る
施
、
天
平
宝
字
八
年

(七
六
四
)
に
起
き
た
紀

　　
　

寺

の
奴
の
訴
訟
事
件
の
経
過
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
寺
賎
に

つ
い
て
は
、
庚

午
年
籍
で
身
分
確
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
説

一
致
し
て

認
め
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
。
法
隆
寺

の
家
人

・
奴
碑
身
分
を
め
ぐ
る
裁
定
は
、

こ
う
し
た
造
籍
と
の
関
連
を
念
頭
に
置
く

時
、

は
じ
め
て
よ
く
理
解

で
き
る
。

『補
閾
記
」
の

「白
定
」
が

「白
ハ定
」

の
転
誰
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

と

も
あ
れ
庚
午
年
籍
の
造
籍
進
行

に
と
も
な
い
、
各
寺
院
に
も
寺
賎
の
登
録
が
求
あ

ら
れ
た
が
、
法
隆
寺
は
そ
の
途
中
火
災
で
焼
亡
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
要
請
に

対
応
す
る
た
め
、
寺
外

で
寺
賎

の
身
分
確
定
を
行
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

律
令
制
下
で
も
家
人
と
奴
碑

の
区
別
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を

　お
　

疑
う
論
者
も
あ
り
、

こ
こ
に
家
人
と
あ

っ
て
も
、
寺
に
仕
え
る
下
層
の
人
々
と
解

し
て
お
く
の
が
無
難
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
彼
ら
と
奴
碑
と
を
区

別
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
黒
女

・
連
麻
呂
ら
の
争
論

に
つ
な
が

っ
た
と
判
断

で
き
よ
う
。

た
だ
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
争
論
を
庚
寅
年
籍
段
階

　
　
　

の
も
の
と
す
る
神
野
清

一
氏
の
見
解
で
あ
る
。
神
野
氏
は
、
先
述

の
よ
う
な
庚
寅

年
籍

の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
庚
寅
年
籍

の
施
行

に
関
係
し

た
訴
良
事
件
と
推
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。
万
須
等
の

兄
調
使
麻
呂
は
、
天
智
八
年

(六
六
九
)
に
八
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
。
弟
万
須

等
が
仮
に
二
十
歳
年
下
と
し
て
も
、
庚
寅
年

(六
九
〇
)
に
は
八
〇
代
後
半
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
到
底
こ
う
し
た
実
務
に
当
た
り
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
神

野
氏

の
所
説
に
は
、
他
に
具
体
的
な
徴
証
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
を
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

か
く
て

『
補
閾
記
」
の
⑬
◎
を
媒
介
に
す
る
と
、
法
隆
寺
の
火
災
は
、
庚
午
年

と
は
い
え
、
天
智
九
年
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
あ
る

い
は

『
補
閾
記
」
の
記
載
は
、
そ
の
よ
う
な
分
析
に
耐
え
る
ほ
ど
の
信
頼
性
が
あ

る
の
か
と
い
う
懸
念
も
な
い
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
⑬
の
記
事
を
み
る
と
、
⑦
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で
は
国
名
の
河
内
が

「
川
内
」
と
書
か
れ
、
の
ち
の
大
安
寺
が

「大
官
大
寺
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
は
、
お

お
む
ね
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
め

ご
ろ
に
特
徴
的
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
⑬
の
記
事
が
、
大
枠
と
し
て
古

い
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
す
る
傍
証
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
書
紀
の
記
事
と
総
合
す

る
な
ら
ば
、
創
建
の
法
隆
寺
は
、
天
智
九
年
に
落
雷
を
う
け
て
焼
失
、
そ
の
被
害

は
寺
地
を
定
め
え
ず
、
重
要
な
寺
務
も
寺
外
で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
壊
滅
的

な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

以
上
に
よ

っ
て
、
庚
午
年
の
絶
対
年
代

は
、
定
あ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

冒
頭
に
述
べ
た
瓦
の
編
年
観
は
、
む
し
ろ
こ
の
年
代
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
『補
閾
記
』
⑬
⑦
に
み
え
る
蜂
岡
寺
、
高
井
寺
、

三
井
寺

(法
輪
寺
)
の
創
建
そ
の
も
の
を
法
隆
寺
火
災
後
に
ま
で
下
す
必
要
が
な

　り
　

い
こ
と
は
、
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
法
輪
寺
で
は
法
隆
寺
西
院
伽

藍
と
同
系
文
様
の
軒
瓦
も
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
法
隆
寺
の
焼
亡
を
機
に
同

寺
で
新
た
な
造
営
が
始
ま
り
、
聖
徳
太
子

ゆ
か
り
の
寺
院
と
し
て
、
法
隆
寺
と
の

結
び

つ
き
が
深
ま

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
法
隆
寺
西
院
伽
藍

の
創

　　
　

建
を
斉
明
朝
ご
ろ
に
遡
ら
せ
る
説
で
は
、
『
補
閾
記
』
⑱
⑦
を
皇
極
二
年

の
斑
鳩

宮
焼
亡
と
連
動
さ
せ
て
解
釈
す
る
が
、
す

で
に
論
じ
た
通
り
、
㈹
◎
と
⑬
④
を
切

り
離
す
こ
と
は
無
理
で
、
そ
の
解
釈
は
認

め
に
く
い
。
こ
の
説
は
、
法
隆
寺
五
重

塔
の
解
体
修
理
結
果
を
も
踏
ま
え
た
魅
力
あ
る
仮
説
で
あ
る
が
、
や
は
り
天
智
九

年
を
起
点
に
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
庚
午
年
籍
に
関
し
て
は
、
古
代
史

の
側
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
が
な
さ
れ

て
き
た
が
、
『補
閾
記
』
の
争
論
記
事
が
こ
れ
と
結
び

つ
け
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と

は
な
か

っ
た
。
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
庚
午
年
籍
関
係
史
料
の

一
つ
と
し
て
、

　　
　

こ
れ
も
ま
た
再
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注(
1
)
村

田
治
郎

『法

隆
寺

の
研
究
史
』
(
毎
日
新

聞
社
、

一
九

四
九
年

)
、

太

田
博
太

郎

『南
都
七
大
寺

の
歴
史

と
年
表
」
(
岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
)
。

(
2
)
岡
本
東

三

「法

隆
寺
天
智
九
年
焼
亡
を
あ
ぐ

っ
て

1
瓦
か

ら
み

た
西
院

伽
藍
創

建

年
代

ー
」

(奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所

『文
化
財
論
叢

」
、

同
朋
舎

出
版

、

一
九

八
三

年
)
、

同

「太

子

の
寺
々
」
(
狩
野
久
編

「古
代
を
考

え
る

古
代
寺
院
」
、

吉
川

弘
文

館
、

一
九

九
九
年

)
、
山
本
忠
尚

「
西
院
創
建

瓦
と
そ
の
系
譜

-
瓦
か
ら

み
た
再
建

年

代

1
」

(
『特

別
展
観

法
隆
寺
昭
和
資
財
帳

調
査
秘
宝
展

図
録
』

2
、

一
九
八

四
年
)、

同

「若
草

伽
藍
非

焼
失
論
」

(坪
井
清
足
さ
ん
の
古
稀

を
祝

う
会
編

『論

苑
考

古
学

』
、

天
山
舎
、

一
九
九
三
年
)
。

(
3
)
上

原
真

人

「
仏
教
」
(
岩
波
講
座

『
日
本
考
古
学
」

4
、

一
九

八
六
年

)
、

毛
利

光

俊
彦

「
西
院

伽
藍

の
造
営
」

(法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会

『法
隆

寺

の
至
宝

』

15
、
小
学
館

、

一
九
九
二
年
)
。

(
4
)
大

岡
実

「
法
隆
寺
金
堂

の
建
築
」

(朝
日
新

聞
社

『
法

隆
寺

壁

画
と

金
堂
」
、

一

九

六
八
年

)
、
鈴
木
嘉
吉

「
法
隆
寺
新
再
建
論

」
(
奈
良

国
立

文
化

財
研

究
所

『
文
化

財
論
叢
』

H
、

一
九
九
五
年
)
。

(
5
)

平
子
鐸
嶺

「
法
隆
寺
草
創
考
」

(「
増
訂

仏
教

芸
術

の
研
究
』
、
国
書

刊
行

会
、

一
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九
七
六
年
)
、
會
津

八

一

『
法
隆
寺
法
起
寺
法
輪
寺
建
立
年
代

の
研
究
」

(
東

洋
文

庫
、

一
九
三

三
年
)
、
喜

田
貞
吉

「
法
隆
寺
再
建
非
再
建
論

の
清

算
」

(
歴

史
公

論
七

-

一

二
、

一
九

三
八
年
)
。

(6
)
薮
田
嘉

一
郎

「天
智

天
皇
八
年
紀
斑
鳩
寺
災

の
記
事

に

つ
い
て
」

(
大
和

志

一
〇

1

六
、

一
九

四
四
年
)
。

(
7
)
坂
本
太
郎

「天
智
紀

の
史
料

批
判
」
(
『
日
本
古
代
史

の
基

礎

的
研

究
」

上

、

一
九

六

四
年
)
。

(8
)
例

え
ば
、
天
智
九
年

六
月
、
同
十
年
四
月
是
月
、
同
年
是
年

の
各
条
な

ど
参
照
。

(
9
)
福
山
敏
男

「法
隆
寺

問
題
管
見
」
(
『
日
本
建
築
史
研
究
」
、
墨
水
書
房

、

一
九

六
八

年
)
。

(
10
)
『
補
閾
記
」

の
引

用
は
、

飯
田
瑞
穂

「
『
上
宮
聖
徳

太

子
伝
補

閾

記
」

に

つ
い

て
i

特

に
本
文
校
訂

に
関
連

し

て
直

(
中
央
大
学
文
学
部
紀
要

史
学
科

二
二
号

、

一
九

七
六
年
)

に
翻
印

の
彰
考
館
本

に
よ
り
、

一
部
、
『
続
群
書
類
従
」
本

に
よ

っ
て
妥
当

と
考

え
ら
れ

る
欠
字

を
補

っ
た
。
句
読
点
は
新
た

に
付
し
た
。

〈

〉
内

は
原
注
。

(
11
)

『
伝
暦
」

に
は

「無

有
其
屍
」
と
あ
り
、
意
味

の
上
か
ら
も
、

「有
」

の
上

に

「無
」

乃
至

「元
」
を
脱

し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
12
)
新
川
登
亀
男

『上
宮

聖
徳
太
子
伝
補
閾
記

の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九

八
〇
年
)

一
九
七
頁
。

以
下
、
新

川
氏

の
見
解
は
全

て
本
書

に
よ
る
。

(
13
)
大
橋

一
章

「法
輪
寺

の
建
立
を
伝
え
る
文
献

に

つ
い
て
」

(早
稲

田
大

学
大

学
院
文

学
研
究
科
紀
要

〔文
学

・
芸
術
編
〕
三
五
号
、

一
九
九
〇
年
)
。

な
お
福

山

敏
男

「
法

輪
寺

の
建
立

に
関
す
る
疑
問
」
(
夢
殿

一
二
冊
、

一
九

三
四
年
)

は
、

⑬
⑦

を

膳
臣

家

記
に
基
づ
く
か
と
す
る
が
、
そ
れ
が
当
た
ら
な

い

こ
と

は
、

大
橋

論
文

の
説

く
通

り

で
あ
る
。

(
14
)
神
野
清

一

『
日
本
古
代
奴
碑

の
研
究
」

(名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
三
年
)
は
、

後

掲

の

『
聖
徳
太
子
伝
暦
」

の
類
似
記
事

の
方

が

『
補

閾

記
』

よ

り
古

い
か
、

独

自

の
原
史
料

に
基
づ

い
た
可
能
性
が
あ

る
と
し

て
、

『伝
暦
」
を
重
視
す
る
が
、

『
伝
暦

」

が

『
補
閾
記
」

の
記
事
を
引
用
、
敷
術
し

て
い
る
こ
と

は
、
『
伝
暦
」
巻

末

に
見

え
る

撰

者

の
言
か
ら
明
ら
か

で
、

こ
の
解
釈

に
は
従

え
な
い
。

(
15
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
村

田
治
郎
注

1
前
掲
書
三
〇
二
頁

以
下

参
照

。

(
16
)
神
野
清

一
注
14
前
掲
書
も
、
「
馬
手
」

以
下

「何
見
」
ま

で
の
人
名

に

つ
い

て
は
同

様
な
読
み
方
を
提
示
し

て
い
る

(同
書

三
二

一
頁
注

30
)
。

(
17
)
「
万
須
等
」

の

「
等
」

は
複
数
を
表
す

か
と
も

思
わ
れ

る
が
、
『
伝
暦
」

の

「
益
浦

」

を
参
照
し

て
全

て
を
人
名
と
解
し

て
お
く
。

(
18
)
「
仕
奉
」

の
こ
の
よ
う
な
用
法

に

つ
い
て
は
、

正
倉
院
文
書

の
他
田

日
奉
部

神
護

解

(
『
寧
楽
遺
文
」
下
、
九

四
七
頁
)
参
照
。

ま
た
法
頭

に

つ
い
て
は
、

福
山

敏
男

「
法

隆
寺
政
所
井
法
頭
略
記
」

(『
日
本
建
築
史
研
究

続
編
」
、
墨
水
書
房
、

一
九
七

一
年
)

参
照
。
神
野
清

一
注

14
前
掲
書

は
、

『伝
暦
」

に
拠

っ
て
奴
連
麻
呂

の
弟
が

法
頭

に
仕

え
た
と
解
す

る
が

(同
書

三
〇

五
頁
)
、
少

な
く
と
も
益
浦

(万
須
等
)

を

寺
奴

と
す

る

の
に
は
従

え
な

い
。

(
19
)
田
中
重
久

『
聖
徳
太
子
御
聖
蹟

の
研
究
」

(
全
国
書
房
、

一
九

四
四
年

)

三

三
〇
頁

に
奈
良
県
山
辺
郡
朝
和
村
長
柄

に
あ
り
と
す
る
が
未
詳
。

(
20
)
戸
令

20
条
。
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(
21
)
持

統
朝

の
庚
寅
年
籍

は
同
三
年

(己
丑
)

に
造

る

べ
く

下
命

が
あ

っ
た
が

(
持

統

紀
三
年
閏
八
月
庚
申
条
)
、
実
際

の
作
業

は
翌
年

(庚

寅
)
か
ら
行
わ
れ

た

(
同
紀

四

年
九
月
朔
条
)
。
ま
た
大
宝

二
年
籍

は
、
実
際

に
は
そ

の
後

一
～
二
年

か
か

っ
て
作

ら

れ
た
が
、
正
倉
院

に
現
存
す

る
こ
の
戸
籍

の
押
縫

に

は

「
大
宝

二
年

籍
」

あ

る
い

は

「太

宝
弐
年
戸
籍
」
と
あ

る
。

(
22
)
井
上
光
貞

「
庚
午
年
籍
と
対
氏
族
策
」

(
『
日
本
古

代
史

の
諸
問
題
」
、
思

索
社

、

一

九
四
九
年
)
。

(
23
)
神
野
清

一

『
律
令
国
家

と
賎
民
』

(吉
川
弘
文
館

、

一
九
八
六
年
)

四
二
頁

以
下

参

照
。

(
24
)
角
田
文
衛

「
紀
寺

の
奴
」

(
『律
令
国
家

の
展
開
」
、
塙

書
房

、

一
九

六

五
年

)
、

松

崎
英

]

「
紀
寺

の
奴
」

(九
州
史
学
五
九
号
、

一
九
七
五
年
)
。

(
25
)
丸
山
忠
綱

「
家
人

・
奴
碑

に
関
す

る

一
考
察

」
(
法
政
史
学

一
六
号
、

一
九
六

四
年
)

参
照
。

(
26
)
神
野
清

]
注

14
前
掲
書

三
〇

五
頁
。

(
27
)
関
野
貞

「
法
起
寺
法
輪
寺
両

三
重
塔

の
建
築
年
代
を
論
ず
」

(建
築
雑
誌

二
二
三
口反

歴
史
地
理
七

-
七

・
八
、

一
九
〇

五
年

)。

(
28
)
鈴
木
嘉
吉
注

4
論
文
。

(
29
)
庚
午
年
籍

の
関
係
史
料

に

つ
い
て
は
、

渡
辺
直
彦

;

庚
午

年
籍

」

覚

え
書

」

(
国

学
院
雑
誌

七

一
ー

一

一
、

」
九
七

〇

年
)

が

あ

り
、

奈
良

国
立

文
化

財

研
究

所
編

『
飛
鳥
編
年
史
料
集
稿
」

四

(
]
九
七

八
年
)
が
さ
ら

に
増
補
し

て
い
る
が
、

本

史
料

に
は
ふ
れ

て
い
な
い
。

(
一
九
九
九
年

五
月

二
六

日
成
稿
)

(追
記
)

佐
原
真

・
田
中
琢
編

『古

代
史

の
論
点
」
⑥

(
一
九
九
九

年
十

月
、

小

学
館

)

に
掲

載

の

拙
稿

「論
争

と
史
実
」

は
、
本
稿

の
論
旨
を
や
や
視
点

を
変

え

て
述

べ
た
も

の
で
あ

る
。

あ

わ
せ
て
参

照
頂

け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
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